
2019年 10月 1日いよいよ導入される軽減税率制度！今すぐ始めたい実務対応へ向けた準備!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＦＡＸ： ２５１－８２０３ 静岡法人会事務局 宛 

＊お申込いただいた皆様の情報は、当会の事業の詳細案内や事業の遂行など、当会活動のためにのみ利用させて頂きます。 

【問い合せ先】 

一般社団法人 静岡法人会   静岡市葵区御幸町４－１アーバンネット静岡ビル 3 階 ＴＥＬ：２５４－１６２５ ＦＡＸ：２５１－８２０３ 

シリーズ税務・実務研修会    参 加 申 込 書 

8/26 (月) 消費税軽減税率制度直前対策セミナー   締切日 8/19 (月)   参加希望    名 

法人名 TEL 

申込代表者名 

 

FAX 

会   場  静岡市産学交流センター（ペガサート） 

 

           シ リ ー ズ 税 務 ・ 実 務 研 修 会    一般社団法人静岡法人会 主催 

定   員  100名 【先着順】 

      ※お早めにお申込みください 

 

消費税創設以来の大改革を目前に控えたこの時期に、消費税の軽減税率制度とインボイス制度に向けた経

過措置最終確認をお勧めいたします。本セミナーでは講師である金井恵美子氏著書『消費税軽減税率制度導

入ガイド』をテキストとして、軽減税率制度導入１年目において押さえておかなければならないポイントを

学びます。是非ご参加ください。 

 

受 講 料  無 料 
※会員の方に限らず 

どなたでもご参加いただけます。 
 

 

下記参加申込書にご記入いただき、FAXにてお申し込みください。参加票は送付しませんので、当日直接会場に

お越しください。また、駐車場はございませんのでお車でお越しの方は付近の有料駐車場をご利用ください。    

※テキストを用意しますので、申込み後にキャンセルされる場合はご連絡をお願いします。（TEL:254-1625） 

開催日時  2019年8 月26 日（月） 講   師  税理士 金井 恵美子 氏 

 １４：００～１６：００

（受 付 1 3：3 0～）

   

６階プレゼンテーションルーム 

（静岡市葵区御幸町３番地の 21） 

 

 

＜主なセミナー内容＞ 

・消費税複数税率化のスケジュール 

・改正の概要 

・単一税率制度から複数税率制度へ 

・軽減税率の対象 

・飲食料品の譲渡 

・軽減税率と標準税率の具体例 

・定期購読契約による新聞の譲渡 

・簡易課税制度の事業区分 

・区分記載請求書等保存方式 

・軽減税率制度における納付すべき税額の計算 

・税額計算の特例 

・飲食料品の譲渡を行わない事業者の対応 

・飲食料品の譲渡を行う事業者の対応 

平成５年２月税理士登録。平成 17 年より近畿大学大学院法学研

究科非常勤講師。著書として『徹底解説！消費税軽減税率 150

問 150 答』清文社、『消費税中小事業者の特例パーフェクトガ

イド』ぎょうせい、ほか多数。週刊税務通信に「これからの消

費税実務の道しるべ」、月刊税務弘報に「カウントダウン消費

増税」を連載中。また、ＢＳフジ「旅・紀行 NEW ニッポン全

国商店街めぐり」に解説者として出演、同番組の監修を務める。 


